
ハンドル形電動車椅子の鉄道車両への乗車要件について（平成19年度調査）

デッキ付き車両 ○ハンドル型電動車椅子
基本寸法、直角路走行性能、回転寸法、取って等の要件（※1）を満たすこと

○鉄道車両
N700系と同程度以上の車いす留置スペース（多目的室含む）、車椅子対応トイレ、通路幅を有する車両

○利用者
補装具費支給制度（※2）または福祉用具貸与制度（※3）により支給を受けていること

通勤型車両
（デッキなし）

○利用者
補装具費支給制度または福祉用具貸与制度により支給を受けていること

利用可能駅 段差解消駅のうち、ハンドル形電動車椅子の性能、重量に対応しているとして事業者が利用を認めた駅

重量：約40kg～110kg（バッテリー重量含む）

ハンドル形電動車椅子の例

※1 ①基本寸法を満たす、②直角路走行性能を満たす、③180度の旋回に必要な回転寸法を満たす、④取ってがある、
⑤支援者が容易に判別できるクラッチがある、⑥6km/hを超える速度が出ず2km/h以下の設定が可能、
⑦その他（鋭利な突出部がない）

※2 障害者総合支援法に基づき、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する補装具の購入または修理に要した費用の一部を支給す
る制度

※3 介護保険法に基づき、一定の要件に該当する場合に、居宅サービスとして福祉用具の貸与（車椅子・電動車椅子・車椅子付属品・歩行器・歩行
補助つえ）が受けられる制度
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